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社会福祉法人立川市社会福祉協議会費用弁償規程 

昭和６０年５月１４日 

規程第４号 

（目的） 

第１条 この規程は、役員等に対する費用弁償について定めることを目的とする。 

（役員等） 

第２条 前条に規定する役員等とは、次の各号に掲げる者をいう。 

（１）  理事 

（２）  監事 

（３）  評議員 

（４）  各種委員会委員及び各種部会部会員 

（５）  各種相談員 

（６）  苦情解決責任者及び苦情解決第三者委員（以下「苦情解決員」という。） 

（７）  削除 

（８）  削除 

（出張に対する費用弁償） 

第３条 役員等が会務のため出張したときは、順路によりその費用を弁償する。 

２ 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は、次に掲

げるもののほか、職員の例による。 

（１）  鉄道賃 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合は、特別車両料

金 

（２）  船賃 次に定める額 

  ア  旅客運賃の等級を区分する船舶を運行する航路による旅行の場合は、上級の額 

  イ 特別船室料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合は、特別船室料金 

（３）  日当 東京都に存する島嶼の区域及び東京都外への旅行で片道２５キロメートル以上

のものについて別表に定める額 

（４）  宿泊料 別表に定める額 

３ 前項第１号に掲げる特別車両料金及び同項第２号イに掲げる特別船室料金は、特別車両料金

を徴する客車又は特別船室料金を徴する船舶を利用することに特別の事情があると認められる

場合に限り支給する。 

４ 第１項に規定する費用弁償の支給方法は、職員の例による。 

（会議等に対する費用弁償） 

第４条 第２条第１号から第４号までに掲げる役員等が調整会議、理事会、評議員会、各種の監

査、各種委員会若しくは各種部会（以下「会議」という。）に出席した日、各種相談員が相談若

しくは連絡会を行った日又は苦情解決員が職務を行った日に対して費用弁償をするものとし、

その額は１，０００円とする。 

１の２ 前項の場合において、同日に２以上の会議に出席し、又は相談、連絡会若しくは職務を

行ったときは、これを１日とみなす。 

２ 当該費用弁償は、役員等が指定する金融機関口座への振込によって支給するものとする。 
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   附則 

  この規程は、昭和６０年５月１４日から施行する。 

   附則（平成２年４月１日規程１号） 

  この規程は、平成２年４月１日から施行する。 

   附則（平成１０年８月５日規程第３号） 

  この規程は、平成１０年８月５日から施行する。 

    附則（平成１１年４月１日規程第６号） 

  この規程は、平成１１年４月１日から施行する。 

    附則（平成１１年１２月２１日規程第１４号） 

  この規程は、平成１１年１２月２１日から施行する。 

    附則（平成１２年４月１日規程第６号） 

  この規程は、平成１２年４月１日から施行する。 

     附則（平成１２年５月３０日規程第１１号） 

  この規程は、平成１２年５月３０日から施行し、同年４月１日から適用する。 

     附則（平成１３年３月３０日規程第２４号） 

    この規程は、平成１３年５月１日から施行する。 

    附則（平成１４年３月２８日規程第６号） 

  この規程は、平成１４年３月２８日から施行する。 

     附則（平成１５年３月１８日規程第１０号） 

    この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 

     附則（平成１６年５月２４日規程第１号） 

    この規程は、平成１６年５月２４日から施行し、同年４月１日から適用する。 

     附則（平成２０年３月１８日規程第３１号） 

    この規程は、平成２０年３月１８日から施行する。 

附則（平成２９年１月１９日規程第１９号） 

    この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附則（平成２９年３月１５日規程第２９号） 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

 

日当（１日につき） 

 

宿泊料 

（１夜につき） 

 

     

 
片道２５キロメートル以上 片道３００キロメートル  

 

 
３００キロメートル未満 以上  

 

     

 
１，５３０円 ２，６００円 １５，０００円 

 

 


